
　
保
険
料
を
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
万
一
、
障

害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る

と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予

と
な
る
「
保
険
料

免
除
制
度
」や「
納

付
猶
予
制
度
」
が

あ
り
ま
す
の
で
、

保
険
年
金
課
窓
口

に
て
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

福
の
助
商
店
運
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

月曜日の運行スケジュール

時　間               販売場所
10：15 ～　　　羽根野集会所
10：40 ～　　　羽根野台第一公園
11：10 ～　　　早尾台緑地広場
11：40 ～　　　豊島典夫様宅前（上曽根）
12：05 ～　　　旧文農協跡地
14：20 ～　　　南野原集会所
14：45 ～　　　地域ふれあいセンター
15：10 ～　　　福木沖集会所
15：35 ～　　　羽中集会所

　
今
年
度
は
、
下
記
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
の
運

行
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
の
上
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　
平
日
は
毎
日（
月
～
金
曜
日
）運
行
し
ま
す
。

（
祝
日
も
通
常
通
り
の
運
行
と
な
り
ま
す
。
正

月
三
が
日
は
休
業
と
な
る
予
定
で
す
。）

　
取
扱
品
目
は
６
５
０
ア
イ
テ
ム
（
魚
類
・
精

肉
・
地
場
農
産
物
・
お
惣
菜
・
食
品
類
・
お
弁

当
・
日
用
雑
貨
類
な
ど
）、
カ
ス
ミ
店
頭
と
同

じ
品
質
、同
じ
価
格
で
商
品
が
手
に
入
り
ま
す
。

金曜日の運行スケジュール
時　間               販売場所
10：20 ～　　　加納新田上坪集会所前
10：45 ～　　　加納新田中坪集会所
11：10 ～　　　旧惣新田下坪営農組合倉庫前
11：35 ～　　　惣新田集会所
13：55 ～　　　押付新田集会所
14：20 ～　　　土手下　木村様宅前（押付新田）
14：50 ～　　　自転車公園（第一公園）（フレッシュタウン）

15：15 ～　　　ぞうさん公園（第二公園）（フレッシュタウン）

水曜日の運行スケジュール
時　間               販売場所
10：20 ～　　　立崎信号南側町道入り口付近
10：45 ～　　　下中谷防火水槽脇・リサイクル集積所
11：10 ～　　　農協文間倉庫前駐車場
11：35 ～　　　押戸集会所
13：55 ～　　　フレッシュタウン自治会館前駐車場
14：20 ～　　　内宿集会所
14：45 ～　　　八幡台集会所
15：10 ～　　　布川台集会所駐車場
15：35 ～　　　利根町役場

火曜日の運行スケジュール
時　間               販売場所
10：20 ～　　　加納新田上坪集会所前
10：45 ～　　　加納新田中坪集会所
11：10 ～　　　旧惣新田下坪営農組合倉庫前
11：35 ～　　　惣新田集会所
13：55 ～　　　押付新田集会所
14：20 ～　　　土手下　木村様宅前（押付新田）
14：50 ～　　　自転車公園（第一公園）（フレッシュタウン）

15：15 ～　　　ぞうさん公園（第二公園）（フレッシュタウン）

木曜日の運行スケジュール
時　間               販売場所
10：20 ～　　　利根町文化センター駐車場
10：45 ～　　　早尾天神社（天満宮）
11：10 ～　　　早尾台中央公園
11：35 ～　　　早尾台自治会館敷地内駐車場
13：55 ～　　　運動の公園（ニュータウン）
14：20 ～　　　風の公園（ニュータウン）
14：45 ～　　　柳田國男記念公苑駐車場
15：10 ～　　　第二公園（白鷺の街）

▶移動販売車の運行などに関する問い合わせ先（販売事業者）
　株式会社カスミ　　　☎０２９７－７９－５０７１
▶運営主体
　福祉課　高齢介護係　☎６８－２２１１（内線１２３）

当日の運行状況は
【公式 Twitter　@tonefukunosuke】
でチェックできます！　二次元コード➡

買い物の際は
買い物袋を
ご持参ください。

福
の
助
商
店
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て

再
開
し
て
い
ま
す
！

・
重
度
心
身
障
害
者

・
ひ
と
り
親
家
庭

　
重
度
心
身
障
害
者
・
父
子
家
庭
の
父
子
・

母
子
家
庭
の
母
子
と
し
て
、
医
療
福
祉
費
支

給
制
度
（
マ
ル
福
制
度
）
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
方
の
資
格
は
、
毎
年
６
月
末
日
で
更
新

と
な
り
ま
す
。

　
７
月
か
ら
の
資
格
は
、
前
年
の
所
得
や
世

帯
状
況
を
確
認
後
、
該
当
・
非
該
当
に
か
か

わ
ら
ず
、
判
定
結
果
を
６
月
下
旬
に
通
知
い

た
し
ま
す
。

新
し
い
受
給
者
証
の
送
付
に
つ
い
て

重度心身障害者 ひとり親家庭の母子・父子

① 身体障害者手帳１級、２級、内部障害３
級の方

②療育手帳ＡまたはⒶの方
③障害年金１級の方
④精神障害者保健福祉手帳１級の方　など
※  65 歳以上の方は『後期高齢者医療保険

制度の加入者』に限り、対象となります。

子が 18 歳になる学年末まで
（重度障害の場合、および高
校在学の場合は 20 歳まで）

▶更新の対象者

▼
更
新
の
判
定
結
果
が
該
当
の
方

　
７
月
１
日
か
ら
使
用
す
る
新
し
い
受
給
者

証
を
、
６
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。

▼
更
新
の
判
定
結
果
が
非
該
当
の
方

　
来
年
の
６
月
30
日
ま
で
助
成
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。
非
該
当
と
な
る
旨
の
通
知
を
送

付
し
ま
す
。

　
次
年
度
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
自
動
的
に

判
定
を
行
い
ま
す
。

▼
窓
口
で
更
新
手
続
き
が
必
要
な
場
合

①�

令
和
４
年
１
月
１
日
時
点
で
、
所
得

判
定
に
必
要
な
方
の
住
民
登
録
が
利

根
町
に
な
い
方
（
転
入
さ
れ
た
方
な

ど
）

②�

所
得
判
定
に
必
要
な
方
の
、
令
和
３

年
中
の
確
定
申
告
ま
た
は
町
・
県
民

税
申
告
が
お
済
み
で
な
い
方

※�

①
・
②
に
該
当
す
る
方
は
、
更
新
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

お
手
続
き
が
必
要
と
な
る
方
に
は
、

６
月
中
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

記
載
内
容
を
ご
確
認
の
う
え
、
保
険
年

金
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先

　
保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
７
）

　
令
和
４
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納

付
猶
予
申
請
の
受
け
付
け
は
、
７
月
１
日
㈮
か

ら
開
始
さ
れ
、
令
和
４
年
７
月
分
か
ら
令
和
５

年
６
月
分
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
を

行
い
ま
す
。

　
な
お
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
申
請
が
で
き
る

過
去
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
申
請
日
の
２
年
１

カ
月
前
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
に
な
り
、
申
請
を
忘
れ
て
い
た
た
め
に

未
納
期
間
が
生
じ
て
い
る
方
な
ど
は
、
保
険
年

金
課
窓
口
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
の
申
請
に
つ
い
て

令
和
４
年
度
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・

納
付
猶
予
の
申
請
に
つ
い
て

※�

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
す
る
と
、
延
滞
金

が
課
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
納
付
義
務
の
あ

る
方
（
被
保
険
者
本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世

帯
主
）
の
財
産
が
差
し
押
さ
え
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
方
法

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）、
窓
口
に

来
庁
さ
れ
る
方
の
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
旅
券
、
身
体
障

害
者
手
帳
、
在
留
カ
ー
ド
な
ど
）、
基
礎
年
金

番
号
が
わ
か
る
書
類（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
、

年
金
手
帳
な
ど
）
を
ご
持
参
の
上
、
保
険
年
金

課
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

失
業
な
ど
を
理
由
と
す
る
場
合
は
、
雇
用
保

険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

　
制
度
や
申
請
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
保

険
年
金
課
窓
口
ま
た
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

・�

土
浦
年
金
事
務
所　
国
民
年
金
課
（
土
浦
市

下
高
津
２
‐
７
‐
29
）

　

�

☎
０
２
９
‐
８
２
５
‐
１
１
７
０

　

�

自
動
音
声
に
従
っ
て
【
２
】
の
あ
と
に
【
２
】

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
６
）

の
医
療
福
祉
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
へ

福の助商店

リニューアルオープン
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